
「水産物輸出促進緊急基盤整備事業基本計画  境港地区」 変更 

令和２年２月２７日付けで、本協議会委員の皆様に当該計画の変更について書面決議を依頼

し、承認いただいた案件。令和２年３月３０日付けで水産庁から承認されました。 

〇「水産物輸出促進緊急基盤整備事業基本計画」について 

【変更の経緯及び変更内容】 

水産物輸出促進緊急基盤整備事業基本計画の当該実施要領が改正（令和２年１月 30 日）され

たことによる変更。 

新要領の変更点 水産物輸出促進緊急基盤整備事業計画の変更

（境港地区） 

①地区に関連する漁場整備により増加が見込まれ

る生産量について、輸出見込み量に参入 
 
 
 

②地区に関連する他の水産業に関する施設（港湾

区域の整備等）との関係についての項目を追加 

①隠岐海峡地区の漁場整備を追加 

 多くの魚類の産卵場となっている隠岐海峡地区

において、対馬暖流系群のイワシ類等の資源の増

大を図る。 
 

②港湾施設（外港竹内南地区 荷さばきヤード） 

高度衛生管理型市場の整備計画については変更なし。 

 

   

さかいみなと漁港・市場活性化協議会　策定(H25.3)
「信頼される漁港・市場づくり」（漁港・市場機能の強化）
災害に強い、衛生管理の強化、周辺環境の整備等

国が策定、公表（H26.9)

国が策定、公表（H26.10) 鳥取県が策定（H28.3)

※水産基盤整備事業補助金の活用に必要
な計画関連

※国のTPP対策予算を活用に必要な計画

高度衛生管理の実施に向けた市場整備の具体的な
方向性を示したもの

高度衛生管理基本計画の内容を等に基づ
いて国が定めた漁港整備の基本方針

境港地区の水産物の輸出目標計画

さかいみなと漁港・市場活性化ビジョン

　境港地区　高度衛生管理基本計画

特定漁港漁場整備事業計画 水産物輸出促進緊急基盤整備事業基本計画

境港市場施設整備に関する計画


